
「耐震・環境不動産形成促進事業」及び「改正不動産特定共同事業法」 
説明会開催のご案内【仙台会場】 

 
 国土交通省では、このたび、不動産の改修・建替え又は開発を行う民間事業に出資する基金（350
億円）を創設しました（環境省との共管事業）。 
 この「耐震・環境不動産支援基金」は、民間のファンドを経由して、不動産の改修・建替え又

は開発を行うＳＰＣ（特定目的会社）に出資を行うもので、老朽不動産・低未利用不動産の再生

を通じて、地域の活性化や地球温暖化対策の推進を目指すものです。 
全体のスキームでは、ＳＰＣに出資又は融資をする投資家・金融機関、ＳＰＣを組成し改修等

の事業を行う企業、更にはＳＰＣに物件を譲り渡す企業・個人がカギとなります。 
また、建設業や宅建業、不動産鑑定業、建築士等の関連業種が有する技術や専門知識の活用が

求められるプロジェクトとなります。（事業概要については、http://www.kankyofudosan.jp/をご

覧ください。） 
つきましては、このスキームの成功に不可欠なキープレーヤーとなりうる皆様に、事業の案件

発掘も見据えて、国土交通省不動産市場整備課の担当者から、事業概要についてご説明をさせて

頂きたいと考えています。 
また、6 月 17 日に国会で成立した不動産特定共同事業法の改正についても、併せて説明いたし

ます。同法改正により、不動産特定共同事業での倒産隔離が可能となり、民間資金の調達が容易

になるものと考えています。 
 多くの皆様に説明会にご参加いただき、これらの事業の積極的な活用をご検討いただけますこ

とを期待しております。 
 
                    平成２５年６月２４日 

国土交通省土地・建設産業局不動産市場整備課 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■日時  平成 25 年 7 月 11 日（木）13:30～14:30（13:10 受付開始、14:00 受付終了）  
■会場  東北地方整備局（二日町東急ビル４階 建政部会議室） 
     •仙台市青葉区二日町１６－１（案内図は別紙のとおり） 
■内容 

・あいさつ 
・耐震・環境不動産形成促進事業について 
・不動産特定共同事業法の改正法案について 

 国土交通省土地・建設産業局不動産市場整備課 
■参加費 無 料 
■募集人数：４０名（先着順。1 社当たりの定員設定はありません） 
■申込受付期間：平成 25 年 6 月 24 日（月）～7 月 4 日（木） 

※定員に達し次第締め切らせていただきます。 
■申込方法：別紙申し込み用紙にてお申し込み下さい。 

東北地方整備局建政部計画・建設産業課（担当：建設専門官 大崎） 
 電話：022-225-2171（内線 6152） 

■問合先：説明会内容に関するご質問は、以下までお問い合わせ下さい。 
国土交通省土地・建設産業局不動産市場整備課不動産投資市場整備室 

（担当：槙島、安島） 
 電話：03-5253-8111（内線 25159） 



東北地方整備局 建政部 計画・建設産業課 あて 
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